
と
し
1
月
か
ら
個
人
型
の
確
定
拠
年

金（
D
C
型
）に
現
役
世
代
の
ほ
ぼ
全

員
が
加
入
可
能
に
な
っ
た
。公
務
員
も
主
婦
も

対
象
の
、い
わ
ば“
D
C
元
年
”だ
。し
か
し
、厚

生
年
金
も
今
年
か
ら
D
C
型
に
変
身
す
る
こ

と
は
余
り
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。

給
付
建
て
か
ら

拠
出
建
て
へ

　

年
金
の
制
度
設
計
は
大
別
し
て
二
種
類
あ

る
。一
つ
は
確
定
給
付
型（D

efined Benefit

）

で
、先
に
給
付
水
準
を
確
定
し
、そ
れ
に
応
じ

保
険
料
率
を
調
整
し
な
が
ら
運
用
益
も
加
え

目
標
を
達
成
す
る
。

　

ゴ
ー
ル
を
定
め
、能
力（
保
険
料
）や
時
間（
納

付
期
間
）を
考
え
な
が
ら
走
る
マ
ラ
ソ
ン
レ
ー

ス
で
あ
る
。「
給
付
建
て
」と
も
呼
ば
れ
、そ
の

方
が
分
か
り
や
す
い
。す
べ
て
の
公
的
年
金
、

企
業
年
金
の
厚
生
年
金
基
金
等
が
代
表
例
だ
。

　

も
う
一
つ
は
確
定
拠
出
型（D

efined 
Contribution

）で
、先
に
保
険
料
率
を
確
定

し
て
払
い
続
け
、運
用
益
を
稼
い
で
合
計
額
を

受
け
取
る
。加
入
者
の
意
思
や
能
力
に
応
じ
て

走
り
、ラ
ン
ナ
ー
に
よ
っ
て
ゴ
ー
ル（
給
付
水

準
）は
さ
ま
ざ
ま
に
変
わ
る
。企
業
年
金
や
個

人
年
金
の
ほ
と
ん
ど
は
、こ
の「
拠
出
建
て
」で

あ
る
。

　

厚
生
年
金
は「
給
付
建
て
」だ
が
、2
0
0
4

年
の
大
改
正
で
保
険
料
率
上
限（
固
定
）方
式

が
導
入
さ
れ
た
。保
険
料
率
を
毎
年
度
引
き
上

げ
て
今
年
9
月
に
は
労
使
折
半
で
18
・
3
％
の

上
限
に
漕
ぎ
着
け
る
。国
民
年
金
も
連
動
し
、

1
万
6
0
0
0
円
台
で
固
定
さ
れ
る（
04
年

度
価
格
で
1
万
6
9
0
0
円
）。

　

公
的
年
金
も
、給
付
建
て
か
ら
拠
出
建
て
へ

大
変
身
す
る
節
目
を
迎
え
た
の
だ
。

年
金
カ
ッ
ト
か

財
源
確
保
か

　

公
的
年
金
の
保
険
料
率
が
固
定
さ
れ
る
と
、

先
行
き
の
保
険
料
収
入
は
ほ
ぼ
横
ば
い
に
な

り
、そ
の
範
囲
で
給
付
水
準
を
調
整
す
る
。厚

生
年
金
は
18
・
3
％
の
保
険
料
収
入
の
枠
内
で

各
世
代
に
年
金
財
源
を
配
分
す
る
一
種
の
拠

出
建
て
に
転
換
し
て
い
く
。

　

好
景
気
で
賃
金
が
上
が
り
、保
険
料
収
入
が

増
え
て
も
、そ
の
分
は
給
付
に
上
乗
せ
さ
れ
、

財
政
が
好
転
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
典
型
的
な
拠
出
建
て
で
は
な
い
。

公
的
年
金
に
は
多
額
の
公
費
が
投
入
さ
れ
る
。

こ
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（今回変更なし）

新規裁定
既裁定

物価  ＞  賃金  ＞  0 0 ＞ 物価  ＞  賃金  
新規
裁定

既裁定

 物価 ＞0＞ 賃金  

新規
裁定既裁定

を年金額改定に反映

年金は世代間の仕送りであることから、現役世代の負担能力が低下しているときは、賃金変動に合わせて改定 個
々
の
加
入
者
で
は
な
く
公
的
な
機
関
が
積

立
金
を
運
用
す
る
。さ
ら
に
モ
デ
ル
年
金
額
が

現
役
世
代
の
平
均
的
な
手
取
り
賃
金
の
50
％

（
所
得
代
替
率
）を
割
り
込
む
際
は
制
度
を
見

直
す
規
定
も
あ
る
。

　

し
か
し
、負

担
の
固
定
は

給
付
の
抑
制

に
直
結
す
る
。

先
の
国
会
で

論
争
に
な
っ

た
年
金
額
の

改
定
ル
ー
ル

見
直
し
も
、

こ
の
変
更
を

め
ぐ
る
対
立

だ
っ
た
。

　

見
直
し
の

ポ
イ
ン
ト
は

二
点
あ
る
。

　

マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド

と
呼
ぶ
給
付

の
抑
制
（
約

1
％
）
を
物

価
下
落
時
に

も
適
用
す
る

こ
と
。た
だ
し
、即
時
の
実
施
は
控
え
て
物
価

上
昇
時
に
ま
と
め
て
差
し
引
く
。

　

も
う
一
つ
は
、賃
金
が
マ
イ
ナ
ス
の
際
は
年

金
額
を
据
え
置
い
た
り
、下
落
幅
の
小
さ
な
物

価
分
だ
け
年
金
額
を
下
げ
た
り
し
て
い
た
が
、

い
ず
れ
も
賃
金
の
マ
イ
ナ
ス
分
を
年
金
額
か

ら
差
し
引
く
。つ
ま
り
年
金
額
自
体
を
切
り
下

げ
る（
図
参
照
）。

　

野
党
は「
年
金
カ
ッ
ト
法
」と
批
判
し
た
。確

か
に
受
給
中
の
年
金
も
新
た
な
年
金
も
カ
ッ

ト
さ
れ
る
。一
方
、政
府
・
与
党
は「
将
来
の
年

金
水
準
確
保
法
」と
強
調
し
た
。そ
の
通
り
で
、

カ
ッ
ト
分
だ
け
給
付
財
源
は
残
り
、先
行
き
の

給
付
の
落
ち
込
み
を
一
定
程
度
は
防
げ
る
。い

わ
ば
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
で
、保
険
料

率
固
定
と
い
う
大
き
な
フ
タ
を
か
ぶ
せ
る
と
、

同
じ
対
立
が
続
く
。

保
険
料
固
定
は

早
く
も
崩
れ
た
？

　

04
年
の
大
改
正
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。当

時
、厚
労
省
は
保
険
料
率
20
％
を
想
定
し
、経

済
財
政
諮
問
会
議
や
経
済
界
は
15
〜
16
％
を

主
張
し
た
。そ
の
妥
協
の
産
物
が
18
・
3
％
だ
っ

た
。

　

現
役
世
代
や
企
業
側
の
重
い
負
担
を
避
け

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。

財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ

パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

る
方
策
だ
が
、そ
の
反
動
で
彼
ら
の
年
金
も
次

第
に
抑
え
込
ま
れ
る
。頼
み
の
所
得
代
替
率

50
％
は
、経
済
の
順
調
な
成
長
や
女
性
や
高
齢

者
の
抜
本
的
な
労
働
力
率
向
上
が
な
い
限
り

確
保
で
き
な
い
。し
か
も
、50
％
と
は
最
初
に

年
金
を
受
け
取
る
際
の
代
替
率
で
受
給
後
は

さ
ら
に
落
ち
込
む
。

　

個
人
年
金
の
D
C
型
に
誰
も
が
加
入
で
き

る
拡
大
策
は
、こ
の
公
的
年
金
の
落
ち
込
み
を

埋
め
る
対
策
で
あ
る
。だ
が
、30
〜
40
年
後
、厚

生
年
金
は
実
質
的
に
現
在
よ
り
3
割
減
、国
民

年
金
は
4
割
減
と
予
測
さ
れ
る
長
い
道
筋
で
、

保
険
料
率
18
・
3
％
固
定
の
是
非
を
再
び
論
議

す
べ
き
時
期
が
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

現
に
国
民
年
金
の
加
入
者
に
も
産
前
産
後

期
間
の
保
険
料
を
免
除
、そ
の
間
の
基
礎
年
金

給
付
を
保
障
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
財
源

は
保
険
料
1
0
0
円
値
上
げ
で
賄
う（
19
年

度
施
行
）。厳
密
に
い
え
ば
保
険
料
率
固
定
の

大
方
針
か
ら
外
れ
た
追
加
負
担
で
、給
付
の
改

善
は
負
担
増
で
支
え
る
ほ
か
な
い
こ
と
を
教

え
て
い
る
。
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